
令和 ８年 ６月 ８日議決・専決 令和 ８年 ７月 １日施行

令和 ８年 ６月 ９日公布 令和 年 月  日適用

佐用町告示第 号

令和８年佐用町条例第２２号

佐用町コミュニティ・プラント条例の一部を改正する条例

佐用町コミュニティ・プラント条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和 ８年 ６月 ９日

佐用町長　　江　見　秀　樹  



佐用町条例第２２ 号

佐用町コミュニティ・プラント条例の一部を改正する条例

佐用町コミュニティ・プラント条例（令和５年佐用町条例第26号）の一部を次の

ように改正する。

別表第１力万浄化センターの項を削る。

附 則

この条例は、令和８年７月１日から施行する。
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